
○ 一人で有効な契約をする。
例　携帯電話を契約する、ローンを組む、

　　　　一人暮らしの部屋を借りる　など
○ 10年有効のパスポートを取得する。
○ 公認会計士や司法書士などの国家資格を取得
する。

○ 結婚
女性の結婚可能年齢が１６歳から18歳に引き
上げられ、男女とも18歳に。

○ 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判
を受ける。

● 飲酒をする。　
● 喫煙をする。
● 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権（馬券な
ど）を買う。

● 養子を迎える。

18歳から“大人”

成年年齢引下げで
変わること・注意すること

2022年4月1日から民法の一部を改正する法律が施行され、
成年年齢が18歳になりました。

奈良県教育委員会事務局高校教育課／県民くらし課

成年年齢を18歳に引き下げることは、１８歳、19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、
その積極的な社会参加が期待されます。

18歳からできること

成年に達すると、一人で有効な契約ができるようになりますが、
未成年者取消権は行使できなくなります。

18歳から 注意しないといけないこと

20歳にならないと

できないこと

自分で決められることが
増えた分、自分の決定に
責任があるんだね！

　成年になると、原則として一方
的に契約をやめることはできま
せん。
　契約や買い物をするときは、
事前に契約内容や条件をしっか
り確認しましょう。

「実際に稼いだ」・「簡単にもう
かる」・「すぐに元がとれる」など、
うまい話には要注意。
　おかしい、怪しいと思ったら、
はっきりと契約を断りましょう。 

契約内容をしっかり確認！ 怪しい話ははっきり断る！

困ったときは相談窓口へ

奈良県消費生活
センターＷｅｂサイト

困ったときは

「消費者ホットライン」

全国共通の相談窓口
　消費者トラブルに巻き込まれた場合
や困ったことが起きてしまった場合の相
談窓口として、消費者ホットライン
「☎188（いやや）！」が設置されてい
ます。

● 奈良県消費生活センター
 ☎ 0742-36-0931　 ＪＲ奈良駅西側シルキア奈良２Ｆ

● 奈良県消費生活センター 中南和相談所
☎ 0745-22-0931 　大和高田市市民交流センター

＊　受付 ： 月～金 9:00～16:30（祝日・年末年始は除く）




